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商
法
六
七
八
条
二
項
に
お
け
る
除
斥
期
間
の
起
算
点
に
つ
い
て

岡

田

堕
星

基

商法六七八条二項における除斥期間の起算点について

一
　
は
じ
め
に

二
　
大
阪
地
裁
昭
和
五
八
年
一

三
　
学
説
お
よ
び
判
例

　
三
－
一
　
学
説

　
三
1
二
　
判
例
の
変
遷

四
　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

二
月
二
七
日
判
決

　
商
法
六
七
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
生
命
保
険
契
約
の
締
結
に
際
し
、
保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
と
は
、
保
険
者
に
対
し
て
危
険
測
定
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
よ

る
「
重
要
ナ
ル
事
実
」
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
重
要
ナ
ル
事
項
」
に
つ
き
不
実
の
こ
と
を
告
げ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
悪
意
ま
た
は

重
過
失
に
よ
り
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
は
、
保
険
者
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
保
険
者
は
、
当
該

保
険
契
約
に
関
し
て
告
知
義
務
違
反
が
成
立
す
る
と
す
る
た
め
に
は
、
告
知
義
務
者
の
側
に
客
観
的
要
件
と
主
観
的
要
件
と
が
存
在
し
て
い
る
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研究ノート

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

と
の
事
実
を
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
保
険
者
が
保
険
契
約
成
立
前
に
、
重
要
な
る
事
実
を
知
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ざ

ま
た
は
過
失
で
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
解
除
権
は
発
生
し
な
い
。
解
除
の
効
果
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
生
ず
る
。

　
商
法
六
七
八
条
二
項
・
六
四
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
告
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
保
険
者
の
契
約
解
除
権
は
、
保
険
者
が
解
除
の
原
因
を
知
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

た
時
よ
り
一
ケ
月
間
こ
れ
を
行
使
し
な
い
と
き
は
消
滅
す
る
。
契
約
が
成
立
し
た
時
よ
り
五
年
を
経
過
し
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

こ
れ
ら
の
期
問
は
、
時
効
期
間
で
は
な
く
除
斥
期
間
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
保
険
者
は
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
以
上
は
す
み
や
か
に
解
除
の
通

知
手
続
き
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
解
除
権
を
保
留
し
て
、
保
険
契
約
者
あ
る
い
は
保
険
金
受
取
人
等
を
不
安
定
な
状
態
の
ま
ま
で

放
置
し
て
お
く
こ
と
は
、
不
適
当
で
あ
り
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
法
は
解
除
権
の
黙
示
の
批
棄
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
い

　
　
　
　
　
パ
ユ

る
と
い
え
る
。
な
お
、
損
害
保
険
契
約
は
短
期
契
約
で
あ
る
た
め
、
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
る
解
除
権
の
消
滅
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
少
な
く
、

こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
主
と
し
て
長
期
の
生
命
保
険
契
約
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
商
法
六
七
八
条
二
項
・
六
四
四
条
二
項
に
お
け
る
「
解
除
ノ
原
因
ヲ
知
」
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
保
険
者
が
契
約
を
解
除
す
る
場
合
、
保
険
者
が
「
解
除
ノ
原
因
ヲ
知
」
っ
た
と
い
え
る
日
時
、
つ
ま
り
契
約
の
解
除
権
消
滅
の
除
斥
期
間

の
起
算
点
を
い
つ
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
、
保
険
者
が
告
知
義
務
違
反
の
諸
要
件
の
う
ち
、
い
か
な
る
要
件
を

知
っ
た
時
が
、
そ
の
起
算
点
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
お
よ
び
判
例
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
最
近
大
阪
地
裁
で
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
見
解
と
は
多
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

趣
旨
の
異
な
る
判
決
が
下
さ
れ
た
。
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
七
日
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
判
決
の
内
容
を
概
観
し
た
後

に
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
お
よ
び
判
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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（
1
）
重
要
事
実
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
審
院
大
正
四
年
四
月
一
四
日
判
決
・
大
審
院
民
事
判
決
録
二
一
輯
四
八
六
頁
、
大
審
院
大
正
四
年
六
月
二
六
日

　
判
決
・
大
審
院
民
事
判
決
録
二
一
輯
一
〇
四
四
頁
な
ど
多
数
の
判
例
、
お
よ
び
中
西
正
明
「
保
険
契
約
に
お
け
る
告
知
義
務
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
・

　
商
法
（
八
）
・
一
八
頁
－
四
五
頁
・
昭
和
三
七
年
・
有
斐
閣
を
参
照
。



商法六七八条二項における除斥期間の起算点について

（
2
）
大
森
忠
夫
・
保
険
法
（
法
律
学
全
集
）
・
一
二
六
頁
以
下
・
昭
和
三
二
年
・
有
斐
閣
、
西
島
梅
治
・
保
険
法
〈
第
二
版
〉
（
現
代
法
学
全
集
）
・
八
六

　
頁
以
下
・
昭
和
五
五
年
・
筑
摩
書
房
、
田
辺
康
平
・
現
代
保
険
法
・
五
四
頁
以
下
・
昭
和
六
〇
年
・
文
眞
堂
。

（
3
）
そ
れ
ゆ
え
、
「
保
険
者
力
解
除
ノ
原
因
ヲ
知
リ
タ
ル
時
」
は
、
常
に
保
険
契
約
成
立
よ
り
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
中
西
・
前
掲
一
四
五
頁
）
。

（
4
）
近
時
の
普
通
保
険
約
款
で
は
、
保
険
契
約
が
契
約
締
結
日
か
ら
二
年
以
上
継
続
し
た
場
合
に
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
定
め
て
い
る
も
の
が
多
い
。

　
こ
れ
は
、
商
法
の
定
め
る
五
年
の
期
間
を
二
年
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
期
間
内
に
被
保
険
者
が
死
亡
す
る
こ
と
な
く
こ
の
期
間
を
経
過
し
た
と

　
き
に
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
5
）
大
森
・
前
掲
一
三
二
頁
、
西
島
・
前
掲
九
一
頁
、
田
辺
・
前
掲
五
六
頁
、
中
西
・
前
掲
一
四
四
頁
。
こ
の
期
問
が
経
過
し
た
後
は
、
当
該
契
約
の
効

　
力
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
不
可
争
期
間
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

（
6
）
大
森
・
前
掲
二
二
一
頁
、
蓮
井
良
憲
「
保
険
者
に
よ
る
契
約
の
解
除
と
除
斥
期
聞
」
商
法
（
保
険
・
海
商
）
判
例
百
選
〈
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
〉

　
九
四
頁
・
一
九
七
七
年
・
有
斐
閣
。

（
7
）
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
七
日
大
阪
地
裁
第
一
三
民
事
部
判
決
・
昭
和
五
六
年
⑰
第
三
二
六
七
号
保
険
金
請
求
事
件
・
判
例
時
報
一
一
二
〇
号
一
二
八
頁
。

二
　
大
阪
地
裁
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
七
日
判
決

〈
事
実
の
概
要
〉

　
原
告
X
は
昭
和
五
四
年
四
月
一
日
、
被
告
Y
保
険
会
社
と
の
間
で
、
息
子
A
を
被
保
険
者
と
し
、
自
己
を
保
険
金
受
取
人
と
す
る
生
命
保
険

契
約
を
締
結
し
た
。
A
は
同
年
一
一
月
二
九
日
に
急
性
心
不
全
に
よ
り
死
亡
し
た
。
X
よ
り
Y
会
社
に
対
し
保
険
金
の
支
払
請
求
が
な
さ
れ
た

が
、
Y
会
社
は
X
の
告
知
義
務
違
反
に
よ
る
契
約
解
除
を
理
由
に
、
保
険
金
の
支
払
を
拒
否
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
A
は
昭
和
三
九
年
八
月
外
傷
性
て
ん
か
ん
に
罹
患
し
、
昭
和
四
五
年
六
月
以
来
大
発
作
を
起
こ
す
よ
う
に
な
り
、
服
薬
や
通
院

治
療
を
受
け
て
い
た
。
昭
和
五
四
年
に
入
る
と
た
び
た
び
大
発
作
を
起
こ
し
、
暴
力
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
同
年
四
月
二
八
日
に
入

院
し
治
療
を
受
け
た
が
、
意
識
障
害
を
繰
り
返
し
、
七
ケ
月
余
後
に
、
全
身
状
態
の
悪
化
に
よ
る
心
不
全
を
起
こ
し
て
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。

　
X
の
保
険
金
請
求
に
対
し
、
Y
会
社
は
A
に
関
す
る
外
傷
性
て
ん
か
ん
の
発
症
お
よ
び
そ
の
治
療
を
受
け
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
X
が
告
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一

2
・
1
6
　
通
告
到
達

2
・
1
5

解
除
通
告

55

・
1
・
1
9
　
調
査
結
果
判
明

12

・
2
5

死
体
検
案
書
提
出

12

・
2
4
　
保
険
金
請
求

11

・
2
9

被
保
険
者
死
亡

4
・
1
　
保
険
契
約
締
結

年
　
月
　
日

54

・
3
・
9
　
告
知
日

知
し
な
か
っ
た
の
は
告
知
義
務
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
商
法
六
七
八
条
一
項
な
ら
び
に
本
件
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

契
約
に
関
す
る
定
期
保
険
普
通
保
険
約
款
（
以
下
「
約
款
」
と
称
す
る
。
）
一
六
条
一
項
を
援
用
し
、
昭

和
五
五
年
二
月
一
六
日
頃
告
知
義
務
違
反
を
理
由
に
本
件
保
険
契
約
を
解
除
し
た
と
し
て
、
保
険
金
の

支
払
を
拒
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
X
は
A
の
外
傷
性
て
ん
か
ん
の
発
症
お
よ
び
加
療
の
事
実
に
つ
い
て
、

Y
会
社
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
過
失
が
あ
る
と
し
て
、
商
法
六
七
八
条
一
項
但
書
を
援
用
し
、
さ

ら
に
商
法
六
七
八
条
二
項
・
六
四
四
条
二
項
に
よ
る
除
斥
期
間
経
過
を
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
の
骨
子

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
X
が
Y
会
社
に
対
し
て
保
険
金
の
支
払
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
に
提
出
さ
れ
た
A
の
死
体
検
案
書
に

は
、
死
亡
の
約
一
一
年
前
の
外
傷
性
て
ん
か
ん
が
、
直
接
死
因
で
あ
る
急
性
心
不
全
の
推
定
原
因
と
し

て
記
載
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
Y
会
社
は
昭
和
五
四
年
一
二
月
二
五
日
頃
X
の
告
知
義
務
違
反

の
事
実
を
知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
翌
日
か
ら
一
ケ
月
の
除
斥
期
問
が
経
過
し
た
昭
和
五
五
年
一

月
二
六
日
以
後
は
、
告
知
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
解
除
は
許
さ
れ
な
い
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
契
約
に
関
す
る
約
款
お
よ
び
告
知
書
に
は
、
告
知
日
か
ら
遡
っ
て
五
年
以
内
に
、

て
ん
か
ん
を
含
む
一
定
の
病
気
や
外
傷
に
よ
り
、
七
日
以
上
の
治
療
を
受
け
た
こ
と
の
有
無
を
告
知
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

ベ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
X
は
契
約
締
結
に
先
立
っ
て
、
Y
会
社
に
対
し
て
約
款
所

定
の
告
知
書
に
よ
る
告
知
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
A
に
つ
い
て
、
告
知
事
項
で
あ
る
外
傷
性
て
ん
か

ん
の
発
症
お
よ
び
加
療
の
事
実
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
X
は
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
そ
の
事
実
に

つ
き
告
知
せ
ず
、
ま
た
A
が
Y
会
社
の
外
務
員
と
面
談
す
る
こ
と
も
な
く
、
Y
会
社
と
の
間
に
本
件
保

険
契
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
る
。
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Y
会
社
は
A
の
死
体
検
案
書
を
み
て
、
A
に
つ
い
て
告
知
義
務
違
反
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
抱
い
た
。
た
だ
、
そ
の
記
載
内

容
は
い
ず
れ
も
本
件
保
険
契
約
の
告
知
日
（
昭
和
五
四
年
三
月
九
日
）
か
ら
遡
る
こ
と
五
年
以
上
前
の
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
告
知
日
以

後
の
も
の
で
あ
り
、
告
知
義
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
Y
会
社
は
専
門
の
調
査
機
関
に
、
X
の
告
知
義
務
違
反
の
存

否
に
関
す
る
調
査
を
依
頼
し
た
。
そ
の
調
査
結
果
の
報
告
に
よ
り
、
X
の
告
知
義
務
違
反
の
事
実
が
Y
会
社
に
判
明
し
た
の
は
、
昭
和
五
五
年

一
月
一
九
日
頃
で
あ
っ
た
。
Y
会
社
は
こ
の
時
点
で
X
に
告
知
義
務
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
、
そ
れ
を
理
由
に
本
件
保
険
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
年
二
月
一
五
日
受
付
の
内
容
証
明
郵
便
に
よ
り
そ
の
旨
の
意
思
表
示
を
行
な
い
、
翌
一
六
日
頃
郵
便
が
X
の

も
と
に
到
達
し
た
が
、
X
は
そ
の
受
領
を
拒
絶
し
た
。

　
以
上
の
事
実
経
過
に
基
づ
い
て
、
商
法
六
七
八
条
二
項
・
六
四
四
条
二
項
と
の
関
連
で
、
本
件
保
険
契
約
に
つ
い
て
除
斥
期
間
経
過
の
有
無
、

と
り
わ
け
保
険
者
が
契
約
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
日
時
が
問
題
と
な
り
、
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

〈
判
旨
〉
請
求
棄
却

　
「
約
款
一
七
条
二
号
及
び
商
法
六
七
八
条
二
項
、
六
四
四
条
二
項
前
段
の
『
解
除
の
原
因
を
知
り
た
る
と
き
』
と
は
、
保
険
者
が
解
除
権
行

使
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
諸
要
件
を
確
認
し
た
と
き
を
意
味
し
、
保
険
者
が
単
に
疑
を
抱
い
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
解
す
べ
き
と
こ

ろ
、
被
告
が
A
の
死
体
検
案
書
を
受
け
取
っ
た
段
階
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
二
五
日
－
筆
者
挿
入
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
A
に
つ
い
て

の
告
知
義
務
違
反
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
照
ら
す
と
、
被
告
と
し
て
は
告
知
義
務
違
反
の
疑
を
抱
い
た
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ

を
確
認
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
被
告
が
こ
れ
を
確
認
し
た
の
は
、
早
く
て
も
前
記
調
査
機
関
か
ら
調
査
報
告
書
及
び
診
療
証
明
書
を
受
け
取
っ

た
日
で
あ
る
昭
和
五
五
年
一
月
一
九
日
頃
以
後
…
…
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
告
か
ら
原
告
に
対
す
る
本
件
保
険
契

約
解
除
の
意
思
表
示
が
同
年
二
月
一
六
日
中
に
原
告
の
も
と
に
到
達
し
た
こ
と
は
…
…
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
右
解
除
の
意
思
表
示
は

一
か
月
の
除
斥
期
間
経
過
前
に
な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
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21
商
法
六
七
八
条
一
項
と
同
旨
の
規
定
で
あ
り
、
告
知
義
務
違
反
に
よ
る
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
。

約
款
六
条
で
、
契
約
者
・
被
保
険
者
の
告
知
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三
　
学
説
お
よ
び
判
例
の
検
討

　
上
述
の
ご
と
く
、

と
な
る
。
そ
こ
で
、

商
法
六
七
八
条
二
項
・
六
四
四
条
二
項
で
は
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
い
つ
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
お
よ
び
判
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

問
題
の
ひ
と
つ

　
三
ー
一
　
学
説

　
ま
ず
、
学
説
は
全
般
的
に
、
保
険
者
が
契
約
の
解
除
原
因
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
抱
い
た
だ
け
で
は
、
解
除
の
原
因
を

知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
解
除
権
行
使
の
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
告
知
義
務
違
反
に
関
す
る
諸
要
件
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

解
し
て
い
る
。
契
約
締
結
後
に
お
い
て
原
因
を
知
る
べ
か
り
し
時
を
含
ま
ず
、
ま
た
単
に
原
因
の
存
在
に
対
す
る
疑
い
を
抱
い
た
時
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
告
知
義
務
者
の
側
に
、
告
知
事
項
に
つ
い
て
、
不
告
知
ま
た
は
不
実
告
知
の
事
実
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
（
客
観
的
要
件
）
お
よ
び
そ
れ
が
告
知
義
務
者
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

（
主
観
的
要
件
）
を
保
険
者
が
確
認
し
た
時
点
を
も
っ
て
、
告
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
保
険
契
約
解
除
権
消
滅
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
し
て

　
　
ハ
と

い
る
。
学
説
で
は
、
こ
れ
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
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（
1
）
大
森
・
前
掲
一
三
四
頁
注
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一
六
）
、

（
2
）
中
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掲
一
四
四
頁
。

西
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・
前
掲
九
一
頁
、
田
辺
・
前
掲
五
六
頁
。
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三
ー
二
　
判
例
の
変
遷

　
つ
ぎ
に
、
判
例
で
あ
る
が
、
戦
前
の
判
例
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
そ
の
立
場
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
学
説
と
は
立
場
を
異
に

し
、
一
貫
し
て
告
知
義
務
者
に
つ
い
て
重
要
な
事
実
の
不
告
知
ま
た
は
重
要
な
事
項
に
関
す
る
不
実
告
知
が
あ
っ
た
こ
と
（
客
観
的
要
件
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

保
険
者
が
知
っ
た
時
を
も
っ
て
、
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
時
と
す
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
戦
後
に
な
る
と
、
大
阪
地
裁
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

和
四
七
年
一
一
月
二
一
百
判
決
に
お
い
て
、
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
時
と
は
、
保
険
者
が
単
に
解
除
の
原
因
の
存
在
に
つ
き
疑
い
を
も
っ
た
だ

け
で
は
足
り
ず
、
告
知
義
務
違
反
の
客
観
的
要
件
を
知
っ
た
時
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
レ

京
地
裁
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
判
決
で
は
、
生
命
保
険
会
社
が
専
門
の
調
査
機
関
か
ら
当
該
被
保
険
者
の
死
亡
診
断
書
に
関
す
る
調
査
報
告

を
受
け
た
時
が
、
告
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
解
除
権
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と
判
示
さ
れ
、
さ
ら
に
大
阪
地
裁
昭
和
五
八
年
一
二
月
二

七
日
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
は
上
記
の
見
解
を
示
し
、
学
説
と
同
じ
立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
学
説
の
立
場
と
従
来
の
判
例
の
立
場
と
の
相
違
を
検
討
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
判
例
の
変
遷
を
見
る
た
め
に
、
除
斥
期
間
に
つ
い

て
扱
っ
て
い
る
判
例
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

（
i
）
大
阪
控
訴
院
大
正
五
年
四
月
二
二
日
判
決

　
〈
事
実
の
概
要
〉

　
　
訴
外
A
が
Y
保
険
会
社
（
被
控
訴
人
・
被
告
）
と
、
訴
外
B
を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
契
約
を
締
結
し
た
。
B
が
大
正
四
年
一
月
二
四
日
、
肺
結
核

　
の
た
め
に
死
亡
し
た
の
で
、
同
年
二
月
二
二
日
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
X
（
控
訴
人
・
原
告
）
が
、
Y
会
社
に
対
し
て
保
険
金
の
支
払
請
求
を
行
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
Y
会
社
は
三
月
中
に
社
員
を
派
遣
し
て
、
B
の
疾
患
が
肺
結
核
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
B
の
夫
が
同
症
で
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
事
実
を

　
聞
知
し
た
。
そ
の
後
、
Y
会
社
は
私
立
探
偵
に
も
調
査
を
依
頼
し
、
五
月
四
日
付
の
調
査
報
告
書
を
受
理
し
、
そ
の
事
実
を
再
度
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
五

　
月
六
日
に
告
知
義
務
違
反
に
よ
る
本
件
契
約
の
解
除
通
知
を
X
に
発
し
た
。
そ
の
通
知
は
、
五
月
八
日
に
A
の
も
と
に
到
達
し
た
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
Y
会
社
は
B
の
死
亡
後
、
大
正
四
年
三
月
中
、
社
員
を
派
遣
し
て
上
記
事
実
を
「
聞
知
シ
此
時
二
於
テ
既
二
明
カ
ニ
解
除
ノ
原
因
タ
ル
事
実
ヲ
覚
知
シ
タ

　
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ヘ
キ
ヲ
以
テ
…
…
被
控
訴
会
社
力
本
件
二
付
解
除
ノ
通
知
ヲ
発
シ
タ
ル
ハ
大
正
四
年
五
月
六
日
…
…
ニ
シ
テ
被
控
訴
会
社
二
於

　
テ
解
除
ノ
原
因
タ
ル
事
実
ヲ
覚
知
シ
タ
ル
ト
認
ム
ヘ
キ
同
年
三
月
ノ
終
ヨ
リ
起
算
ス
ル
モ
既
二
一
箇
月
ノ
期
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
以
後
ノ
コ
ト
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
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テ
」
商
法
四
二
九
条
二
項
（
現
行
商
法
六
七
八
条
二
項
・
以
下
同
様
）
、
三
九
九
条
ノ
ニ
・
二
項
（
現
行
商
法
六
四
四
条
二
項
．
以
下
同
様
）
の
規
定
に
ょ
り

　
「
右
契
約
解
除
ノ
意
思
表
示
ハ
法
律
上
其
ノ
効
力
ヲ
生
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
断
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
」

　
こ
の
判
決
の
内
容
を
不
服
と
し
て
、
保
険
会
社
が
上
告
し
た
の
が
、
次
の
判
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
（
“
）
大
審
院
大
正
五
年
七
月
一
二
日
判
決

　
〈
上
告
理
由
〉

　
　
告
知
義
務
違
反
に
ょ
る
解
除
を
行
な
う
た
め
に
は
、
告
知
義
務
者
に
不
告
知
ま
た
は
不
実
告
知
の
事
実
が
あ
る
の
み
で
は
足
ら
ず
、
さ
ら
に
告
知
義
務
者

　
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
こ
と
も
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
の
よ
う
に
保
険
者
が
被
保
険
者
の
疾
患
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
の
死
因
を
知
っ
た
時

　
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
時
と
解
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
原
審
は
Y
会
社
が
B
の
死
亡
後
、
上
記
事
実
を
「
覚
知
シ
タ
ル
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
正
四
年
五
月
六
日
に
契
約
解
除
の
通
知
を
発
し
た
の
は
、
商
法
四

　
二
九
条
二
項
、
三
九
九
条
ノ
ニ
・
二
項
に
よ
り
無
効
の
意
思
表
示
で
あ
る
と
判
示
し
、
Y
会
社
の
抗
弁
を
排
斥
し
た
こ
と
は
相
当
で
あ
る
。

　
上
記
控
訴
審
判
決
な
ら
び
に
上
告
審
判
決
を
通
し
て
、
裁
判
所
は
、
Y
会
社
の
私
立
探
偵
に
対
す
る
調
査
依
頼
は
、
被
保
険
者
B
の
夫
の
死

因
を
覚
知
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
す
で
に
そ
の
事
実
は
、
Y
会
社
社
員
の
調
査
に
よ
り
判
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

私
立
探
偵
の
調
査
報
告
を
も
っ
て
初
め
て
こ
れ
を
知
る
に
至
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
。
裁
判
所
は
か
か
る
事
実
認
定
の
下
で
、
保
険

会
社
が
医
師
か
ら
聞
知
し
た
と
こ
ろ
の
被
保
険
者
B
の
夫
が
肺
結
核
で
死
亡
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
告
知
す
べ
き
重
要
事
実
で
あ
っ
た
と

み
な
し
、
保
険
契
約
締
結
の
際
に
告
知
義
務
者
が
か
か
る
事
実
を
告
知
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
（
客
観
的
要
件
）
の
存
在
を
保
険
会
社
が
確

認
し
た
時
を
も
っ
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

　
（
獅
）
東
京
地
裁
昭
和
一
三
年
六
月
一
〇
日
判
決

　
〈
事
実
の
概
要
〉

　
　
原
告
X
は
昭
和
一
〇
年
七
月
三
一
日
に
、
被
告
Y
保
険
会
社
と
の
間
に
、
息
子
A
を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
契
約
を
締
結
し
た
。
A
は
昭
和
八
年
三

　
月
九
日
に
、
滲
出
性
肋
膜
炎
と
診
断
さ
れ
、
同
年
四
月
七
日
か
ら
一
ケ
月
程
入
院
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
A
は
本
件
保
険
契
約
を
締
結
す
る

　
に
あ
た
り
、
Y
会
社
の
診
査
医
の
診
断
を
受
け
た
際
、
診
査
医
に
対
し
て
前
記
既
往
症
に
つ
い
て
は
、
全
く
報
告
し
な
か
っ
た
。
昭
和
一
二
年
一
月
一
九
日
、
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A
は
喉
頭
結
核
症
で
死
亡
し
た
。
X
は
同
年
一
月
二
五
日
に
、
Y
会
社
の
社
員
で
あ
る
Y
会
社
秋
田
代
理
店
監
督
者
方
に
赴
き
、
A
に
前
記
肋
膜
炎
の
既
往

　
症
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
。
そ
の
監
督
者
は
た
だ
ち
に
電
話
で
Y
会
社
仙
台
支
部
に
当
該
事
実
を
報
告
し
た
。
X
は
、
二
月
一
日
に
秋
田
代
理
店
に
対
し

　
て
重
ね
て
A
の
既
往
症
を
告
げ
た
。
Y
会
社
は
、
X
の
保
険
金
支
払
請
求
に
対
し
て
、
三
月
八
日
に
告
知
義
務
違
反
に
よ
る
契
約
解
除
の
旨
を
X
に
通
告
し
、

　
翌
九
日
に
そ
の
通
告
が
X
の
も
と
に
到
達
し
た
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
X
は
A
の
死
亡
後
の
昭
和
一
二
年
一
月
二
五
日
に
、
Y
会
社
の
社
員
に
対
し
て
A
の
既
往
症
を
告
げ
、
当
該
事
実
が
た
だ
ち
に
電
話
で
Y
会
社
仙
台
支
部

　
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
被
告
会
社
二
於
テ
右
事
実
違
反
ヲ
覚
知
シ
タ
ル
ハ
同
年
一
月
中
に
属
ス
ル
コ
ト
明
白
」
で
あ
る
。
「
被
告
会
社
二
於
テ
右
違

　
反
事
実
ヲ
覚
知
シ
タ
ル
ト
キ
ヨ
リ
一
ケ
月
以
内
二
契
約
解
除
権
ヲ
行
使
ス
ヘ
キ
ニ
拘
ラ
ス
該
意
思
表
示
力
原
告
二
到
達
シ
タ
ル
ハ
同
年
三
月
九
日
ナ
ル
ヲ
以

　
テ
其
ノ
間
既
二
一
ケ
月
ヲ
経
過
シ
被
告
ノ
右
ノ
解
除
権
ハ
商
法
第
四
百
二
十
九
条
第
二
項
第
三
百
九
十
九
条
ノ
ニ
第
二
項
ノ
規
定
二
依
リ
既
二
消
滅
シ
タ
ル
」

　
も
の
で
あ
る
。

　
本
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
昭
和
一
二
年
一
月
二
五
日
に
Y
会
社
は
告
知
義
務
違
反
の
要
件
に
つ
い
て
、
そ
の
客
観
的
要
件
、
つ
ま
り
告
知

義
務
者
が
本
件
保
険
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
A
が
肋
膜
炎
を
患
っ
て
い
た
と
い
う
重
要
事
実
を
Y
会
社
に
告
知
し
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
を
覚
知
し
た
と
認
定
し
た
。
こ
の
昭
和
｛
二
年
一
月
二
五
日
を
も
っ
て
、
解
除
権
消
滅
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
す
る
、
と
判
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
本
件
判
決
は
、
前
記
大
審
院
大
正
五
年
七
月
二
一
日
判
決
を
支
持
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

　
（
～
）
東
京
控
訴
院
昭
和
一
三
年
六
月
二
八
日
判
決

　
〈
事
実
の
概
要
〉

　
　
訴
外
A
は
昭
和
七
年
九
月
四
日
お
よ
び
同
年
一
〇
月
六
日
に
、
Y
保
険
会
社
（
被
控
訴
人
・
被
告
）
と
の
間
で
B
を
被
保
険
者
と
す
る
二
種
類
の
保
険
契

　
約
を
締
結
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
回
保
険
料
を
支
払
っ
た
。
B
は
胃
癌
手
術
の
結
果
惹
起
し
た
心
臓
麻
痺
に
よ
り
同
年
二
月
一
日
死
亡
し
た
。
し
か
し
、

　
当
該
保
険
契
約
締
結
の
当
時
、
B
は
診
査
医
C
に
対
し
、
重
要
な
事
項
を
告
知
し
な
か
っ
た
。
B
に
お
い
て
そ
の
不
告
知
に
つ
き
重
過
失
が
あ
り
、
か
つ
C

　
に
お
い
て
そ
の
事
項
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
か
っ
た
。
Y
会
社
は
X
（
控
訴
人
・
原
告
）
よ
り
B
の
死
亡
報
告
を
受
理
す
る
と
、
た
だ
ち

　
に
同
社
金
沢
支
店
長
D
に
対
し
、
本
件
契
約
解
除
の
原
因
の
有
無
に
つ
い
て
調
査
す
る
よ
う
命
じ
た
。
D
は
同
支
店
在
勤
の
社
員
E
に
事
実
調
査
を
行
な
わ

　
せ
た
。
昭
和
七
年
二
一
月
ご
一
一
日
、
E
か
ら
調
査
結
果
の
報
告
を
う
け
た
D
は
、
翌
一
四
日
に
そ
の
報
告
書
を
Y
会
社
に
発
送
し
た
。
Y
会
社
は
翌
一
五
日

　
に
こ
の
報
告
書
を
受
け
取
り
、
昭
和
八
年
一
月
一
四
日
に
保
険
契
約
者
A
に
対
し
保
険
契
約
解
除
の
通
知
を
な
し
た
。
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研究ノート

　
　
本
件
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
は
、
支
店
長
D
が
告
知
義
務
違
反
の
事
実
を
知
っ
た
時
な
の
か
、
あ
る
い
は
Y
会
社
本
店
が
報
告
を
受
理
し
た
時
な
の
か
に

　
つ
い
て
争
わ
れ
た
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
支
店
長
D
は
「
第
一
審
被
告
会
社
二
代
ハ
リ
支
店
ノ
営
業
二
関
ス
ル
一
切
ノ
裁
判
上
又
ハ
裁
判
外
ノ
行
為
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
ス
ル
支
配
人
ニ
ア
ラ
ス
而
カ

　
モ
同
支
店
扱
ニ
カ
カ
ル
保
険
契
約
ヲ
解
除
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ハ
其
権
限
二
属
セ
ス
固
ヨ
リ
本
件
契
約
二
付
特
二
第
一
審
被
告
会
社
二
代
ハ
リ
契
約
解
除
ヲ
為

　
シ
得
ヘ
キ
代
理
権
を
授
与
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
自
ラ
事
実
調
査
ヲ
命
セ
ラ
レ
コ
ソ
ス
レ
調
査
ノ
結
果
二
付
キ
第
一
審
被
告
会
社
二
代
ハ
リ
テ
報
告
ヲ

　
受
ク
ル
ノ
権
限
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
キ
コ
ト
モ
無
」
し
た
が
っ
て
、
除
斥
期
間
の
進
行
に
は
、
支
店
長
D
等
の
知
、
不
知
は
な
ん
ら
関
係
は
な
い
。

　
本
件
判
旨
は
、
本
店
が
支
店
よ
り
被
保
険
者
に
関
す
る
告
知
義
務
違
反
の
事
実
の
報
告
を
受
け
た
昭
和
七
年
二
一
月
一
五
日
を
除
斥
期
間
の

起
算
点
と
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
も
、
保
険
者
（
本
店
）
が
告
知
義
務
違
反
の
客
観
的
要
件
に
つ
い
て
確
認
し
た
（
「
解
除
原
因
ヲ
了
知

シ
得
ヘ
キ
」
）
日
を
も
っ
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
す
る
と
い
う
趣
旨
が
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
（
V
）
大
審
院
昭
和
一
四
年
三
月
一
七
日
判
決

　
前
記
控
訴
審
判
決
を
受
け
て
、
保
険
金
受
取
人
側
が
、
支
店
長
の
知
が
す
な
わ
ち
保
険
者
の
知
と
な
る
と
主
張
し
て
上
告
し
た
の
が
、
本
件

大
審
院
判
決
で
あ
る
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
「
生
命
保
険
契
約
ハ
継
続
的
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」
保
険
契
約
者
は
保
険
期
間
中
保
険
料
の
支
払
を
な
し
、
そ
の
他
保
険
者
に
通
知
を
な
す
べ
き

　
と
き
が
あ
る
…
「
契
約
締
結
ノ
権
限
ヲ
有
ス
ル
保
険
会
社
ノ
支
店
力
締
結
シ
タ
ル
契
約
二
於
テ
ハ
特
別
ノ
約
款
ナ
キ
限
リ
其
ノ
支
店
ハ
．
．
．
前
記
ノ
．
．
．
通
知
ヲ

　
受
ク
ル
権
限
ア
リ
ト
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
蓋
シ
生
命
保
険
契
約
ハ
一
定
ノ
期
間
存
続
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
之
ヲ
締
結
シ
タ
ル
支
店
ハ
其
ノ
存
続
中
発
生
ス
ル
諸

　
般
ノ
事
項
処
理
ノ
任
二
当
ル
ヘ
キ
ハ
取
引
キ
ノ
常
態
ナ
リ
ト
為
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
…
保
険
者
力
解
除
ノ
原
因
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ト
ハ
支
店
ノ
締
結
シ
タ
ル
契

　
約
二
付
テ
ハ
当
該
支
店
力
其
ノ
原
因
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ヲ
モ
包
含
ス
ル
趣
旨
ナ
リ
ト
解
ス
ヘ
ク
…
支
店
力
解
除
ノ
原
因
ヲ
覚
知
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
起
算
ス
ル
一
箇

　
月
ノ
期
間
ハ
本
店
ヲ
シ
テ
其
ノ
解
除
権
ヲ
行
使
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
考
慮
セ
シ
ム
ル
ニ
十
分
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」

　
本
判
決
は
、
原
審
が
本
件
保
険
契
約
が
支
店
長
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
も
の
か
否
か
を
判
断
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
原
判
決
を
破
棄
し

　
　
　
　
パ
と

差
戻
し
た
。
た
だ
本
件
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
各
判
決
は
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
を
異
に
し
て
い
る
う
え
に
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
表
現
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ぜ

ば
が
、
「
原
因
ヲ
了
知
シ
得
ヘ
キ
ト
キ
」
「
原
因
ヲ
覚
知
シ
タ
ル
ト
キ
」
あ
る
い
は
「
其
原
因
を
知
り
た
る
時
」
と
い
う
よ
う
に
、
違
っ
た
こ
と
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商法六七八条二項における除斥期間の起算点について

ば
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
判
決
も
告
知
義
務
違
反
の
諸
要
件
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
保
険
者
が
そ
の
客
観
的
要
件
を
確
認
し
た

時
を
も
っ
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ユ

　
（
“
）
大
阪
地
裁
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
三
日
判
決

　
〈
事
実
の
概
要
〉

　
　
原
告
X
の
夫
A
は
、
心
窩
部
痛
に
み
ま
わ
れ
た
の
で
、
昭
和
四
四
年
六
月
末
に
検
査
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
全
胃
に
及
ぶ
硬
化
癌
と
診
断
さ
れ
た
が
、
診

　
察
医
は
A
に
対
し
胃
部
に
異
常
が
あ
る
と
告
げ
た
に
と
ど
ま
り
、
病
名
に
つ
い
て
は
知
ら
せ
な
か
っ
た
。
A
は
新
た
に
保
険
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、

　
被
告
Y
保
険
会
社
の
診
査
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
A
は
身
体
に
異
常
が
な
い
旨
を
述
べ
、
前
記
受
診
の
事
実
に
つ
き
告
知
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
健
康
と
診

　
断
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
Y
会
社
と
の
問
で
、
自
己
を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
契
約
を
締
結
し
た
が
、
九
月
一
三
日
胃
癌
に
ょ
り
死
亡
し
た
。
一
〇
月

　
一
二
日
X
か
ら
保
険
金
支
払
請
求
を
受
け
た
Y
会
社
は
、
二
月
四
日
頃
、
自
社
の
担
当
者
に
A
に
関
す
る
告
知
義
務
違
反
の
有
無
の
調
査
を
命
じ
た
。
調

　
査
結
果
が
同
月
二
七
日
に
提
出
さ
れ
、
Y
会
社
は
A
の
重
要
事
実
の
不
告
知
を
知
る
に
至
っ
た
の
で
、
一
二
月
二
〇
日
X
に
対
し
、
告
知
義
務
違
反
を
理
由

　
と
し
て
、
本
件
保
険
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
除
斥
期
問
の
起
算
点
は
、
Y
会
社
が
告
知
義
務
違
反
の
疑
い
を
も
っ
た
一

　
〇
月
一
二
日
な
の
か
、
あ
る
い
は
調
査
結
果
が
判
明
し
た
二
月
二
七
日
な
の
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
「
原
告
ら
は
、
さ
ら
に
被
告
の
新
保
険
契
約
の
解
除
権
の
行
使
は
商
法
六
七
八
条
二
項
、
六
四
四
条
二
項
所
定
の
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
か
ら
無
効
と
主

　
張
す
る
と
こ
ろ
、
右
法
条
に
い
う
保
険
者
が
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
時
と
は
、
保
険
者
が
単
に
原
因
の
存
在
に
つ
き
疑
を
持
っ
た
の
み
で
は
足
り
ず
、
告
知

　
義
務
違
反
の
客
観
的
要
件
を
知
っ
た
時
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

　
と
こ
ろ
で
、
除
斥
期
間
が
開
始
す
る
た
め
に
は
、
学
説
は
保
険
者
が
単
に
解
除
原
因
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
持
っ
た
だ

け
で
は
足
り
ず
、
解
除
権
行
使
の
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
諸
要
件
（
客
観
的
要
件
と
主
観
的
要
件
V
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解

し
て
い
る
。
本
件
判
旨
を
み
る
と
、
そ
の
前
段
部
分
は
学
説
と
同
旨
で
あ
る
が
、
後
段
部
分
は
学
説
と
は
表
現
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

告
知
義
務
者
に
お
い
て
不
告
知
ま
た
は
不
実
告
知
が
あ
っ
た
（
客
観
的
要
件
の
存
在
）
と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
す
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
と

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
判
決
は
必
ず
し
も
学
説
と
同
旨
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
前
段
に
、
「
保
険
者

が
単
に
原
因
の
存
在
に
つ
き
疑
を
持
っ
た
の
み
で
は
足
り
ず
」
と
い
う
表
現
を
付
け
加
え
て
い
る
点
に
、
従
来
の
判
例
と
は
違
っ
た
新
し
い
面

が
見
ら
れ
る
が
、
本
件
判
決
は
従
来
の
判
例
の
と
っ
て
き
た
見
解
と
ほ
ぽ
同
旨
の
見
解
を
と
り
、
そ
れ
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
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研究ノート

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ど

　
（
．
W
）
東
京
地
裁
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
判
決

　
〈
事
実
の
概
要
〉

　
　
訴
外
A
は
昭
和
五
〇
年
五
月
二
四
日
、
被
告
Y
保
険
会
社
と
自
己
を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
契
約
を
締
結
し
た
が
、
同
年
一
二
月
二
四
日
肝
硬
変
症

　
の
た
め
死
亡
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
A
は
昭
和
四
七
年
七
月
頃
入
院
し
、
慢
性
肝
炎
、
肝
硬
変
症
お
よ
び
糖
尿
病
の
治
療
を
受
け
た
後
退
院
し
、
通
院
加
療
を

　
受
け
て
い
た
が
、
昭
和
五
〇
年
五
月
二
一
日
別
の
病
院
に
再
入
院
し
た
。
A
は
本
件
保
険
契
約
締
結
に
先
立
ち
、
Y
会
社
の
外
務
員
よ
り
告
知
書
の
内
容
に

　
つ
き
質
問
を
受
け
た
が
、
既
往
症
お
よ
び
現
在
症
の
告
知
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
昭
和
五
一
年
二
月
六
日
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
原
告
X
側
か
ら
、
A
の
死

　
亡
診
断
書
と
保
険
金
請
求
書
が
Y
会
社
に
提
出
さ
れ
た
。
死
亡
診
断
書
に
は
、
A
の
死
因
の
ほ
か
、
死
亡
に
至
る
ま
で
の
経
過
等
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ

　
れ
に
対
し
て
、
Y
会
社
は
専
門
の
調
査
機
関
に
死
亡
診
断
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
三
月
一
一
日
に
そ
の
調
査
結
果
が
報

　
告
さ
れ
、
死
亡
診
断
書
の
内
容
が
正
確
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
Y
会
社
は
告
知
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
、
本
件
契
約
を
解
除
す
る
旨
を
決
定
し
、

　
三
月
一
七
日
に
解
除
通
告
が
X
の
も
と
に
到
達
し
た
。

　
〈
判
旨
〉

　
　
被
告
Y
会
社
は
昭
和
五
一
年
三
月
二
日
に
調
査
機
関
か
ら
A
の
死
亡
診
断
書
の
調
査
結
果
報
告
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
「
被
告
は
右
三
月
二
日
に
本
件

　
契
約
の
解
除
の
原
因
と
な
る
事
実
を
知
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
。
「
本
件
契
約
は
、
商
法
六
七
八
条
一
項
に
基
づ
く
被
告
の
解
除
の
意
思
表
示
に
ょ

　
り
昭
和
五
一
年
三
月
一
七
日
有
効
に
解
除
さ
れ
た
。
」

　
本
件
判
決
は
、
X
か
ら
の
保
険
金
請
求
に
対
し
、
Y
会
社
が
告
知
義
務
違
反
の
存
在
に
つ
い
て
疑
い
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
昭
和
五
一
年
二
月

六
日
で
は
な
く
、
調
査
結
果
の
判
明
し
た
同
年
三
月
二
日
を
も
っ
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
判
決
は
前

記
大
阪
地
裁
昭
和
四
七
年
一
月
一
三
日
判
決
と
同
旨
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
解
除
ノ
原
因
ヲ
知
リ
タ
ル
時
」
と
は
、
大
阪
地
裁
昭
和

四
七
年
判
決
が
「
客
観
的
要
件
を
知
っ
た
時
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
判
決
は
「
原
因
と
な
る
事
実
を
知
っ
た
」
時
で
あ
る
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。
本
件
判
決
は
、
従
来
の
判
例
の
流
れ
と
は
多
少
異
な
っ
た
見
解
を
と
り
、
学
説
の

方
向
に
目
を
向
け
た
見
解
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
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（（21
中
西
・
前
掲
一
四
四
頁
。

大
阪
地
裁
昭
和
四
七
年
一

一
月
コ
ニ
日
第
五
三
民
事
部
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
九
一
号
三
四
四
頁
。



商法六七八条二項における除斥期問の起算点について

（
3
）
東
京
地
裁
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
民
四
部
判
決
・
判
例
時
報
九
二
四
号
一
二
〇
頁
。

（
4
）
大
阪
控
訴
院
大
正
五
年
四
月
二
二
日
第
三
民
事
部
判
決
・
法
律
新
聞
一
一
二
一
号
二
九
頁
。
中
西
・
前
掲
一
四
五
頁
。

（
5
）
大
審
院
大
正
五
年
七
月
一
二
日
第
三
民
事
部
判
決
・
大
審
院
民
事
判
決
録
二
二
輯
一
五
〇
一
頁
。
中
西
・
前
掲
一
四
五
頁
。

（
6
）
東
京
地
裁
昭
和
コ
ニ
年
六
月
一
〇
日
民
事
一
一
部
判
決
・
法
律
新
聞
四
三
〇
四
号
八
頁
。
中
西
・
前
掲
一
四
六
頁
。

（
7
）
東
京
控
訴
院
昭
和
一
三
年
六
月
二
八
日
民
七
部
判
決
・
判
例
評
論
二
七
巻
商
三
四
六
頁
。

（
8
）
大
審
院
昭
和
【
四
年
三
月
一
七
日
第
二
民
事
部
判
決
・
大
審
院
民
事
判
例
集
一
八
巻
三
号
一
五
六
頁
。
中
西
・
前
掲
一
四
七
頁
、
蓮
井
・
前
掲
九
四
頁
。

（
9
）
差
戻
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
審
院
民
事
判
例
集
一
八
巻
三
号
一
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
1
0
）
大
審
院
昭
和
一
六
年
九
月
三
日
民
四
判
（
破
棄
差
戻
〉
・
法
学
一
一
巻
四
号
一
〇
〇
頁
。
中
西
・
前
掲
一
四
八
頁
。
本
判
決
は
（
V
）
判
決
の
差
戻

　
上
告
審
で
あ
る
。

（
11
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
九
一
号
三
四
四
頁
。

（
1
2
）
判
例
時
報
九
二
四
号
一
二
〇
頁
。

四
　
お
わ
り
に

　
従
来
の
判
例
は
、
そ
の
事
実
関
係
お
よ
び
判
決
内
容
が
必
ず
し
も
詳
細
で
は
な
い
か
ら
、
判
断
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か

し
、
保
険
者
が
告
知
義
務
違
反
に
関
す
る
客
観
的
要
件
を
知
っ
た
時
を
も
っ
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
保
険
金
支
払
請
求
を
受
け
た
保
険
者
は
、
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
に
つ
き
告
知
義
務

違
反
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
も
ち
、
そ
の
有
無
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
判
例
も
、
調
査
結
果

が
判
明
し
た
時
点
を
も
っ
て
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
保
険
者
が
告
知
義
務
違
反
に
つ
い
て
疑
い
を
も
っ
た
時
点
を
、
そ

の
起
算
点
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
学
説
と
従
来
の
判
例
と
の
相
違
は
、
告
知
義
務
違
反
に
関
す
る
主
観
的
要
件
を
確
認
し
た
時
を

も
含
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
判
例
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
一
部
の
判
例
を
除
き
、
ど
の
判
例
も

「
客
観
的
要
件
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
文
脈
か
ら
し
て
、
客
観
的
要
件
を
知
っ
た
日
を
も
っ
て
、
除
斥
期
間
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の
起
算
点
と
し
て
い
る
と
解
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
商
法
六
七
八
条
二
項
・
商
法
六
四
四
条
二
項
の
「
解
除
ノ
原
因
」
と
は
、
商
法
六
四
四
条
一
項
、
六
七
八
条
一
項
の
文
言
か
ら
し
て
、
告
知

義
務
者
が
告
知
義
務
に
違
反
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
告
知
義
務
者
が
告
知
義
務
違
反
に
問
わ
れ
る
た
め
に
は
、
告
知
義
務
違
反
と
な
る
た

め
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
告
知
義
務
者
に
つ
い
て
不
告
知
・
不
実
告
知
と
い
う
客
観
的
要
件
、
な
ら
び
に
悪

意
、
重
過
失
と
い
う
主
観
的
要
件
の
両
方
が
備
わ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
者
の
告
知
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
判
例
は
、
客
観
的
要
件
を
確
認
し
た
時
を
も
っ
て
起
算
点
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
見
解
で
は
、
当
該
保
険
契
約
に
関
し
て
、
い
ま

だ
告
知
義
務
違
反
が
生
じ
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
除
斥
期
間
が
進
行
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
ま
た
、
「
知
リ
タ
ル
時
」

と
は
、
上
述
の
二
要
件
を
確
認
し
た
時
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
契
約
を
解
除
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
要
件
が
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
解
除
の
原
因
の
確
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
解
除
は
無
効
で
あ
る
か
ら
、
「
解
除
ノ
原
因
ヲ
知
リ
タ
ル
時
」
と
は
、
保
険
者
が
告
知
義

務
違
反
の
あ
る
こ
と
を
確
実
に
知
っ
た
時
を
い
う
。
単
に
そ
の
事
実
が
あ
る
こ
と
を
推
定
し
う
る
事
情
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
ま
た
は

そ
の
事
実
が
あ
り
う
る
と
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
を
含
ま
な
い
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
説
お
よ
び
大

阪
地
裁
昭
和
五
八
年
判
決
の
見
解
を
支
持
す
る
。

　
本
問
題
は
、
た
と
え
ば
胃
癌
で
あ
り
な
が
ら
胃
炎
と
言
わ
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、
告
知
義
務
者
が
診
察
医
か
ら
告
知
事
項
の
病
名
を
知
ら
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
等
に
お
こ
り
う
る
。
た
だ
し
、
実
際
は
保
険
者
は
告
知
義
務
違
反
の
客
観
的
要
件
の
存
在
が
示
さ
れ
た
調
査
報
告
書
を
み
れ

ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
の
経
過
が
な
い
う
ち
に
、
主
観
的
要
件
の
存
在
を
把
握
し
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た

が
っ
て
、
た
と
え
従
来
の
判
例
の
見
解
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
学
説
の
見
解
を
と
っ
た
場
合
と
比
べ
て
、
結
果
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
は

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
お
わ
り
に
、
大
阪
地
裁
昭
和
五
八
年
判
決
は
、
学
説
の
見
解
を
支
持
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
判
例
が
有
し
て
い
た
理
論
上
の
曖
昧
さ

を
な
く
し
、
よ
り
簡
明
な
判
断
基
準
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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